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4. 硝酸性窒素等による地下水汚染の実態把握の手法 

4-1 硝酸性窒素等による地下水汚染の実態把握の手法 

地下水汚染の原因となる硝酸性窒素等の主な供給源としては、大きく生活系、農業系（施
肥）、畜産系（家畜排せつ物）が挙げられている。この他、事例としては殆ど無いが、産業
系も供給源の一つとして考えられる。地下水汚染の実態把握を目的として実施する地下水汚
染調査の一般的な流れは、図 4.1に示すとおりであり、資料等調査、現況把握調査、原因究
明調査及び効果把握調査の４段階に分けられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.1 地下水汚染調査の一般的な流れ 
環境省水環境部地下水・地盤環境室 監修．硝酸性窒素による地下水汚染対策の手引き．公害研究対策センター，
2002，p119に加筆 

（➢計画策定編 4章 4-1-3(1)の詳細情報） 
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(1) 資料等調査 
都道府県等が実施する水質汚濁防止法に基づく常時監視（地下水質の場合にあっては、

「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」（平成元年９月 14 日付け環水管
第189号水質保全局長通知）で示された「地下水質調査方法」のうちの概況調査）、水道事
業者が実施する水道原水調査、地方自治体等が実施する水質調査等の結果を収集・整理し、
硝酸性窒素等に係る公共用水域及び地下水の汚染の状況を把握する。 
汚染が発見された場合には、汚染が発見された場所の周辺地下水または公共用水域の調査、

地下水質の常時監視に係る汚染井戸周辺地区調査などを実施することにより、汚染している
帯水層、汚染流域、硝酸性窒素等の濃度分布等を可能な限り把握する。 
なお、簡易測定法を用いて硝酸性窒素等による地下水汚染の状況の概要を把握した後、公

定法により調査・分析を行うことにより、効率的に汚染の範囲、濃度分布を明らかにするこ
とが合理的である。 

 

(2) 現況把握調査 
汚染判明地域及びその周辺の地形や地下水流動、地下水涵養地域、公共用水域の集水域等

を考慮した範囲を対象に、水文状況、水文地質状況、土地利用状況、窒素供給源の分布状況
等の概況を把握するため、関係資料を収集・整理する他、必要に応じて聞き取り調査及び現
地調査を行う。収集した資料については、地図上に記入するなど、適切に整理する。 
なお、深井戸の汚染の場合には、汚染原因が汚染井戸から相当離れた地下水上流の地域に

存在することがあるので注意を要する。また、汚染の原因が過去の土地利用形態等に起因す
る場合もあるので、これらについても調査しておくことが望ましい。 
窒素化合物は環境中で硝酸性窒素等に変化することに留意し、次の①～⑤にあげる項目に

関するデータ等を入手することにより、窒素供給量を把握する。なお、施肥量、排水量、窒
素含有量等は、対策対象地域における実測データを入手することが望ましいが、実測データ
が得られないものについては、文献等により原単位など窒素供給量の算出に必要なデータを
入手する。 
特に、地下水質の調査にあたっては、地方自治体等が保有する井戸台帳や現地聞き取り調

査等により周辺の井戸の分布状況を把握し、地下水の流動や帯水層等を踏まえ、効率的な調
査が行われるように調査対象井戸を選定する。汚染判明井戸の取水帯水層が明らかな場合に
は、汚染判明井戸と同一の帯水層から取水している井戸を選定する。汚染判明井戸の取水帯
水層が不明な場合には、汚染判明井戸周辺の取水帯水層が明らかな井戸において調査を行い、
汚染されている帯水層を明らかにした後に調査対象井戸を選定する。なお、その他の帯水層
についても、汚染の有無を確認するために適宜選定しておくことが望ましい。 
硝酸性窒素等による地下水汚染が明らかになった場合には、飲用による影響を防止するた

め、水道関係部局に通知するとともに、井戸所有者への飲用指導、水道事業者への連絡等を
実施する。 
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現況把握調査を進める上で、ポイントとなる主な調査項目は以下のとおりである。 
① 工場・事業場排水 
窒素含有水を排出する工場・事業場における排水処理状況、排水量、排水の窒素濃度等 

② 家畜排せつ物 
家畜の種類、家畜頭数、飼育形態、排せつ物発生量、排せつ物の処理方法別処理状況、
排せつ物の窒素含有率等 

③ 生活排水 
下水道、下水処理区域、農業集落排水処理施設、浄化槽等生活排水処理施設の利用人口
及び排水の窒素濃度、単独処理浄化槽の場合の生活雑排水の窒素濃度、地下浸透処理実
態等 

④ 施肥 
耕地面積、作物の種類、年間施肥量、肥料の窒素含有率、施肥基準、栽培作物の窒素吸
収量、施肥方法、施肥時期、肥料の種類、施設栽培における排水量・排水水質等 

⑤ 自然 
人為的な影響を受けていないと考えられる地下水の窒素濃度（大気汚染（排ガス等）由
来の降下物・酸性雨等、植物由来、動物由来、土壌微生物由来の窒素量)、降水量及び
降水中の窒素濃度、降水浸透率等 

 

(3) 原因究明調査及び効果把握調査 
水質調査及び資料等調査の結果を整理し、硝酸性窒素等濃度の分布、供給源の立地・分布、

供給源ごとの窒素供給量、地下水の流動、地下水の涵養域、河川の流況等から、下記の事項
について検討し、汚染原因を究明する。 
① 硝酸性窒素等濃度の分布、供給源の立地・分布状況等から、点的供給源のみによるも
のか、面的供給源が関与しているかを検討する。 

② 面的供給源が関与していると考えられる場合は、公共用水域の集水域、地下水の流動
及び涵養域から関係地域の範囲を設定し、この範囲内の点的供給源も含めた供給源ご
との窒素供給量を整理・比較する。また、地図上に硝酸性窒素等濃度と供給源の立
地・分布状況を整理し、検討する。 

③ 公共用水域の汚染の場合は、硝酸性窒素等の濃度分布に加えて、アンモニア性窒素の
濃度分布に特に注意し、当該公共用水域への流入水の水質及び流量を踏まえ、汚染原
因を検討する。 

④ 地下水の汚染が深層である場合は、汚染が浅層である場合に比べて広い範囲の窒素供
給源の影響を受けていることも考えられることから、広域的な地質構造や地下水の流
動状況なども考慮し検討する。 

⑤ 汚染の原因が過去の土地利用、井戸の構造等に起因していることもあるので、このこ
とを踏まえて検討する。 

 
また、硝酸性窒素等の挙動を把握するため、硝酸性窒素等濃度と併せて、排水関連成分、

肥料関連成分等の項目についても分析しておくことが望ましい。 

（➢計画策定編 4章 4-1-3(2)の詳細情報） 
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5. 硝酸性窒素等による地下水汚染の原因と対策効果の調査手法 

5-1 原因究明と対策効果の把握に関する調査の概要 

硝酸性窒素等による地下水汚染調査の「原因究明調査」、「効果把握調査」として一般的
な手法を、それぞれの特徴、長所・短所、コスト等について定性的に評価し、表 5.1に示す。 
同表では、地下水汚染の実態を質的と量的に区分し、把握する手法を示している。 
 

表 5.1 原因究明と対策効果把握のための手法の整理 

項

目 

地下水調査手法 地下水の窒素負
荷発生状況調査 数値シミュレーション手法 

キーダイアグラム ヘキサ 
ダイアグラム 安定同位体比法 

窒素原単位法 
（マテリアルフ

ロー） 
移流分散拡散モデル リスク評価 

モデル 

特

徴 

・主要陽イオンと
陰イオンのデー
タをプロットし
てグルーピング
を行い、地下水
の空間分布状況
や汚染の広がり
等を把握するの
に有効である。 

・地下水自体の起
源の推定にも有
効である。 

・硝酸性窒素に
よる汚染の広
がり等を把握
するのに有効
である。 

・地下水の流動
時間の推定に
も 有 効 で あ
る。 

・地下水の硝酸
性窒素の供給
源を推定し、
汚 染 の 原 因
（施肥、家畜
ふん尿、他と
の区別）を推
測することが
出来る。 

・地域の供給源
ごとの発生負
荷量、地下浸
透量などの概
要を把握でき
る。 

・目に見えない地下水
の流動状況や水質分
布などを可視化出来
る。 

・施肥等の負荷削減シ
ナリオの検討が可能
である。 

・定量的な解析によ
り、汚染の流動時間
や対策効果が現れる
までの時間の推定も
可能である。 

・生産量を変
えずに、施
肥等の負荷
削減シナリ
オの検討が
可 能 で あ
る。 

長

所 

・地下水の水質調
査結果から、簡
便に汚染の広が
りを把握でき
る。 

・データが得や
すい。 

・硝酸イオン以
外に硫酸イオ
ン等と組み合
わせることに
より、汚染原
因をある程度
推定できる。 

・原因をある程
度 特 定 で き
る。ヘキサダ
イアグラム等
と組合せて解
析することに
より、より推
定の精度が高
まる。 

・発生負荷量か
ら、対策の対
象となる供給
源を特定でき
る。 

・負荷削減ケースごと
に水質を予測し、効
果を定量的に評価で
きる。 

・3D の流動
解析モデル
に比べて、
簡易に水質
を予測し、
効果を評価
できる。 

短

所 

・地下水の空間分
布の特徴は把握
できるが、汚染
原因との関連性
を判定する点で
やや弱い。 

・常時監視項目
以外の項目に
ついて、測定
が必要。 

・測定できる分
析施設が限定
され、一般項
目の分析コス
トに比べてや
や 割 高 で あ
る。 

・負荷量が地下
水質にリンク
していないの
で、対策の評
価 が 出 来 な
い。 

・地下水位や河川流出
量、地温等の連続実
測データが多くない
と現況再現が困難。
透水係数等の土壌、
地質に係るパラメー
タや、窒素の変換に
関する種々の詳細な
パラメータの設定が
必要。特に温度依存
項の設定が難しい。 

・まだ、パラ
メータ等に
不確実性が
ある。 

・定常モデル
なので、長
期の非定常
な現象に向
い て い な
い。 

コ

ス

ト 

・通常の常時監視
調査項目に項目
を追加する必要
があるが、分析
費は安価。 

・通常の常時監
視調査項目に
項目を追加す
る必要がある
が、分析費は
安価。 

・最近は測定機
器が安くなっ
てきたので、
分析単価も安
くなってきた
が、一般項目
よりは高価。 

・統計資料の解
析が主な作業
なので安価。 

・３次元流動拡散モデ
ルの実行は一般的に
高価。 

・リスク評価
モデルは相
対 的 に 安
価。 
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5-2 地下水調査手法 

汚染原因の特定を行い、適切な対策を講じるためには、硝酸性窒素等以外の水質項目や、
土地利用などの外的要因との関連性についても検討する必要がある。対象となる水質項目と
しては、「水道事業体において通常測定している項目」と「必要に応じて適宜検討する項目
（カルシウムイオン、硫酸イオン、窒素安定同位体比等）」がある。また外的要因としては、
土地利用状況、地下水の流動系、集水域面積、降水量等がある。 
以下では、詳細水質調査の具体的内容として「キーダイアグラムによる方法」、「ヘキサ

ダイアグラムによる方法」、「窒素安定同位体比による方法」、「その他の手法（濃度相関
マトリックスによる方法）」について概要と事例を示す。 

 

(1) キーダイアグラムによる方法 
キーダイアグラムは本来、主要陽イオン、主要陰イオンの組成比を示す２つの三角ダイア

グラムと、それを合成して得られる１つの菱形ダイアグラムから構成される。 
水質解析を行う場合には、簡略化して菱形ダイアグラムのみで十分な場合が多い（図 

5.1 ）。 
 

 

図 5.1 キーダイアグラム 
 
ダイアグラムを作成するには、分子量 N、価数 nから計算される表 5.2に示す換算係数に

て、濃度単位（mg/L）から当量単位（mEq/L（mmolC/L））に換算して次式の計算を行い、
［HCO3

－］軸と［Ca2+＋Mg2+］軸の交点にプロットする。 
[HCO3

－]％＝(HCO3
－)÷(HCO3

－＋Cl－＋SO4
2－＋NO3

－)×100 
[Ca2+＋Mg2+]％＝(Ca2+＋Mg2+)÷(Ca2+＋Mg2+＋Na+＋K+)×100 

なお、硝酸性窒素（NO3-N）濃度と硝酸イオン（NO3
－）濃度の関係式は下記のとおりで

ある。 
NO3-N＝NO3

－×14÷62 

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅱ

100％

100％

0％0％

5050

5050
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表 5.2 mg/LからmEq/L（mmolC/L）への換算係数 

項目 記号 
分子量 

N 
価数 

n 
換算係数

n/N 
炭酸水素イオン HCO3

－ 61.02 1 0.0164 
塩化物イオン Cl－ 35.45 1 0.0282 
硫酸イオン SO4

2－ 96.06 2 0.0208 
硝酸イオン NO3

－ 62.00 1 0.0161 
カルシウムイオン Ca2+ 40.08 2 0.0499 
マグネシウムイオン Mg2+ 24.31 2 0.0823 
ナトリウムイオン Na+ 22.99 1 0.0435 
カリウムイオン K+ 39.10 1 0.0256 

 
この方法の利点としては、以下が挙げられている。 
 プロットされた位置で水質組成がわかる。 
 グルーピングが容易である。 
 異質の水の混合など、グループ間の差異、相互関係がわかる。 
 溶存成分量の多少に関係なく作図できる。 
 多数のサンプルを同時に扱える。 

 
一方、欠点としては、以下がある。 
 比率のみで量的関係がわからない。 
 計算や作図がやや面倒である。 
 同一スペースに集中する場合の作図が困難である。 
 

ただし、欠点とされている作図に関して、現在はコンピュータソフトを使えば問題はない。 
図 5.1にプロットすることにより、地下水の特徴を把握することができる。 
例えば、同一の地下水系（同一の水質起源）に属すると考えられる地下水は、その含有量

の大小に関係なく、ほぼ同一の箇所に集中する。また、このグラフのⅠからⅣのどの位置に
プロットされるのかによって、地下水の性状を次のように分類することができる（榧根，
1991）(4)。  

 
(4) 榧根 勇．実例による新しい地下水調査法．山海堂，1991． 
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（Ⅰ型）炭酸塩硬度（Carbonate Hardness） 
Ca(HCO3)2 やMg(HCO3)2 により構成される地下水である。主として不圧地下水は

この部分に位置し、循環性の供給型地下水の特徴を有している。被圧地下水もこの地
点にあるが、もっと広範囲に散り、徐々に(Ⅱ)に移行する傾向がある。 

（Ⅱ型）炭酸アルカリ度（Carbonate Alkalinity） 
NaCO3 や K2CO3 からなり、停滞性の水質であることを示す。停滞性の被圧地下水

はこの位置に集まる傾向がある。 
（Ⅲ型）非炭酸塩硬度（Non-Carbonate Hardness） 

汚染されていない通常の地下水にはあまり見られないが、窒素肥料による影響を受
ける場合、このタイプに位置することがある。 

（Ⅳ型）非炭酸アルカリ度（Non-Carbonate Alkalinity） 
塩化物や硫酸塩が主体であり、海水の混入や化石塩水の混入した地下水であると考

えてよい。 
 

1) キーダイアグラム手法 
図 5.2は、岐阜県各務原台地の地下水試料から作成したキーダイアグラムの例である。 
陽イオンは［Ca2+＋Mg2+］グループ、陰イオンは［NO3

－＋Cl－＋SO4
2－］グループがと

もに 50％以上にプロットされるⅢ型に該当する試料が多いことがわかる。 
このことから、Ⅰ型やⅡ型にプロットされるような一般的な地下水ではなく、窒素肥料の

影響を受けた地下水であることや、このような地下水が台地に広く分布している状況を読み
とることができる（寺尾，1996）(5)。 

 

図 5.2 キーダイアグラムの例 
出典：寺尾 宏．畑作地帯の硝酸性窒素による地下水汚染と軽減対策―岐阜県各務原台地における汚染事例―．水
環境学会誌，1996，Vol.19，No.12，p956-960．  

 
(5) 寺尾 宏．畑作地帯の硝酸性窒素による地下水汚染と軽減対策―岐阜県各務原台地における汚染事例―．水環
境学会誌，1996，Vol.19，No.12，p956-960． 
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2) トリリニアダイアグラム手法 
キーダイアグラムの応用例として、NO3-N 濃度別に分別して示すトリリニアダイアグラ

ムを作図する手法がある。キーダイアグラムと同じ４つの特性を基本としている（図 5.3）。 
 

 

図 5.3  NO3-N濃度別のトリリニアダイアグラムの例 
出典：三上 英敏，高田 雅之，三島 啓雄．地下水硝酸汚染に係わる汚染源簡易判定の手順．北海道環境科学研究
センター所報，2009，Vol.35，p27-34．（https://www.hro.or.jp/list/environmental/research/ies/develo
p/publication/Report/H20/35_27_34.pdf） 
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(2) ヘキサダイアグラムによる方法 
ヘキサダイアグラムは、地下水中の主な溶存イオンの等量濃度を３本の水平軸上にプロッ

トし、各点を結んで多角形で表示するものである。図 5.4にヘキサダイアグラムの例を示す。
０軸を挟んで左側が陽イオンの当量濃度、右側が陰イオンの当量濃度である。 
なお、硝酸イオン（NO3

－）については、黒く塗りつぶすことにより、硝酸性窒素汚染の
指標として汚染の程度を強調することができる。黒い部分がない場合は、硝酸イオンが存在
しない。 

 

 

図 5.4 特徴的な３パターンのヘキサダイアグラム 
ヘキサダイアグラムを用いると主要イオンの組成が視覚的に理解できる。硝酸性窒素汚染が激しくなると、黒く
塗りつぶされる部分が大きくなる。また、硫安等の硫酸塩化学肥料を施用している畑地の影響を受ける場合は、
SO4

2－濃度が大きくなり、右下の白色部分が大きくなる。未汚染地下水はきれいな菱形が描かれる場合が多い。 
出典：三上 英敏，高田 雅之，三島 啓雄．地下水硝酸汚染に係わる汚染源簡易判定の手順．北海道環境科学研究
センター所報，2009，Vol.35，p27-34．（https://www.hro.or.jp/list/environmental/research/ies/develo
p/publication/Report/H20/35_27_34.pdf） 

 
この方法の利点として、以下が挙げられている。 
 作図が簡単で、図の形状から水質組成がわかる。 
 図の大小から溶存成分量がわかる。 
 NO3

－を黒く塗りつぶしているので硝酸性窒素汚染の状況を把握しやすい。 
 図形が単純であり比較分類が容易である。 

 
一方、欠点としては、以下がある。 
 ２成分系の混合などの微妙な差がわからない。 
 溶存成分量の差が大きい場合に同一スケールで描けない。 
 温・鉱泉や塩水化地下水など、特定の成分が極端に多い場合の作図が困難である。 

 
一般的に耕作地に化学肥料として硫安、中和剤として苦土石灰を施用した場合、自然状態

のヘキサダイアグラムと比較して、硝酸イオン、硫酸イオン、カルシウムイオン及びマグネ
シウムイオンが増加する。 
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家畜排せつ物由来、化学肥料由来や浄化槽排水由来の窒素が多い場合、ヘキサダイアグラ
ムの右下の濃度（NO3

－＋SO4
2－）が高くなることが考えられる。その場合、供給源の主な

判別基準は、表 5.3に示すように、SO4
2－の割合と NO3

－（NO3-N）の割合から推定するこ
とができる。簡単に、化学肥料が多い場合は硫酸塩濃度が高くなり、家畜排せつ物堆肥や浄
化槽排水の場合は硫酸塩濃度が低いことから判断する。 

 

表 5.3 主な窒素供給源の水質的特徴（全イオン当量に対する割合） 

 
出典：三上 英敏，高田 雅之，三島 啓雄．地下水硝酸汚染に係わる汚染源簡易判定の手順．北海道環境科学研究
センター所報，2009，Vol.35，p27-34．（https://www.hro.or.jp/list/environmental/research/ies/develo
p/publication/Report/H20/35_27_34.pdf） 

 
三上ら（2009）(6)の調査事例では、ヘキサダイアグラムと、次に述べる安定同位体の測

定結果を併せて解析することにより、より供給源の判定が精度よくできるとしている。 
  

 
(6) 三上 英敏，高田 雅之，三島 啓雄．地下水硝酸汚染に係わる汚染源簡易判定の手順．北海道環境科学研究セン
ター所報，2009，Vol.35，p27-34．（https://www.hro.or.jp/list/environmental/research/ies/develop
/publication/Report/H20/35_27_34.pdf） 
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(3) 窒素安定同位体比による方法 
窒素には、14N と 15N の２つの安定同位体が存在し、大気中での存在比は 99.635％と

0.365％とほぼ一定である。窒素供給源によってこの２つの安定同位体の存在比がほぼ一定
の範囲に収まる性質があることから、この性質を利用して、地下水で検出される窒素の供給
源を推定する方法である。 
窒素の安定同位体比δ15N値は、対象とする物質の 15Nと 14Nの比 R（＝15N/14N）を求め、

標準物質（大気中の窒素）の同位体比との差を千分率で表したものであり、次式により算出
される。 
δ15N(‰)＝[(Rsample/Rair)－1]×103 
R：15N/14N  Rair：3.663×10-3（＝0.365％÷99.635％） 
δ15N は大気中の窒素成分との差として表現されるため、大気中の窒素ガスを固定して製

造される無機化学肥料のδ15N値は、理論上ゼロとなる。 
図 5.5にδ15N値の報告例を示す。図から、降水で－8～2 ‰、化学肥料で－7.4～6.8 ‰、

家畜排せつ物で 10～22 ‰、下水処理水で 8～15 ‰などの値が報告されており、これらの
値を目安として窒素の供給源を推定する。 

 

 

図 5.5 δ15N値の報告例 
出典：環境省水環境部地下水・地盤環境室 監修．硝酸性窒素による地下水汚染対策の手引き．公害研究対策セン
ター，2002，p43． 
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図 5.6 は、全国各地で観測された硝酸性窒素濃度と窒素安定同位体比δ15N の関係を示し
たものである。 
地下水中の硝酸性窒素が無機化学肥料に由来する場合、硝酸性窒素濃度の上昇に伴い、δ

15N値は徐々に減少する。無機化学肥料を使用している山形県試験地では、δ15N値の範囲が
1.1～7.9 ‰と低く、硝酸性窒素濃度に対して横に長く伸びる分布を示す。 
一方、浄化槽排水由来の窒素成分が多いと見られる香川県試験地では、δ15N 値の範囲が

4.8～21.2 ‰となっており、観測対象とした地下水の中では最も高い部類に属している。 
このように、窒素安定同位体比は土地利用形態をある程度反映し、その指標となりうる。

一般に、無機化学肥料施用地では低く、有機態窒素由来の地下水は高めの値を示すことが多
い（平田，1996）(7)。 

 

 

図 5.6 硝酸性窒素濃度と窒素安定同位体比δ15Nの関係 
出典：平田 健正．わが国における硝酸性窒素による地下水汚染の現状と問題点．水環境学会誌，1996，Vol.19，
No.12，p950-955． 

  

 
(7) 平田 健正．わが国における硝酸性窒素による地下水汚染の現状と問題点．水環境学会誌，1996，Vol.19，

No.12，p950-955． 
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1) 窒素安定同位体比解析事例（宮古島） 
窒素の安定同位体比について宮古島で観測された事例を以下に示す。 
近藤ら（1997）(8)は、宮古島の観測地点の周辺と上流の土地利用関係を３つに分け、δ

15N値（‰）と硝酸性窒素濃度の関係を調査した。図 5.7にδ15N値（‰）と硝酸性窒素濃度
の関係を示す。 
地下水流動（上流側の土地利用の影響）、脱窒などの影響を受け、分布に重複はあるもの

の、主要な供給源である農地（化学肥料）と市街地（生活排水）が判別できており、地域の
条件を考慮すれば供給源の同定が可能となる。なお、これらの評価には、ある程度の数の試
料を分析する必要があり、地下水の流動系、土地利用状況等の基本的情報が必要である。 

 

 

図 5.7 宮古島における硝酸性窒素と窒素安定同位体比の関係 
土地利用別に（平均±標準偏差）の四角形（実線）、包絡四角形（点線）を示してある。 

出典：田瀬則雄．水文学における環境同位体の利用．化学工業，2003，Vol.67，No.2，p97-99． 

  

 
(8) 近藤 洋正，田瀬 則雄，平田 健正．沖縄県宮古島における地下水中の硝酸性窒素の窒素安定同位体比につい
て．地下水学会誌，1997，Vol.39，No.1，p1-15．
（https://www.jstage.jst.go.jp/article/jagh1987/39/1/39_1/_pdf/-char/ja） 
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この他、窒素の安定同位体比と合わせて硝酸に含まれる酸素の安定同位体比δ18O 値を用
いると、より供給源の推定がしやすくなる(9)。 
図 5.8に様々な窒素化合物がとりうるδ15N値及びδ18O値の範囲を示す。 
 大気窒素を起源とするマメ科植物や肥料中のδ15N値は０付近の値をとる。 
 土壌中の窒素化合物のδ15N 値は、インプットとなる化学肥料や家畜ふん尿、降雨

などを反映し様々な値をとる。一般に、土壌窒素のδ15N 値は軽い窒素原子の方が
先に溶脱し、植物吸収、脱窒などにより失われるため、０より高くなる傾向にある。 

 家畜ふん尿や下水中に含まれる窒素化合物のδ15N 値は、動物体内における代謝や
排泄後のアンモニア揮散による同位体分別などにより高い値をとる。 

 硝化細菌によって生成された NO3 の３つの酸素原子のうち、２原子は水由来で、
残りの１原子は酸素由来となる。よって、植物体や家畜ふん尿、下水、土壌等の有
機態窒素やアンモニア性窒素を起源とする硝酸性窒素は、硝化が起こった場所の水
及び酸素のδ18O値を反映し、通常は－５から 15程度の値をとる。 

 化学肥料に含まれる硝酸中の酸素原子は大気中の酸素を起源とするので、大気中の
酸素の同位体比(δ18O値＝+23.50 ‰)に近い値をとる。 

 

 

図 5.8 様々な窒素化合物がとりうるδ15N値及びδ18O値の範囲 
アンモニア性窒素及び有機態窒素のδ18O値は硝化によって生成されたときの NO3のδ18O値を示す。 

出典：(独)農業環境技術研究所．水環境保全のための農業環境モニタリングマニュアル改訂版．平成 18年 3
月．（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/monitoring/index.html） 

 

 
(9) (独)農業環境技術研究所．水環境保全のための農業環境モニタリングマニュアル改訂版．平成 18年 3月．
（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/monitoring/index.html） 
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2) 窒素と酸素の安定同位体比解析事例（熊本県） 
富家ら（2011）(10)は、1960 年から５年ごとに実施されている農林業センサス調査の結

果から農業から発生する窒素負荷量を推計した。当該センサス調査では、面積の比較的小さ
な旧市町村単位で農作物別の耕地面積や家畜別の頭数などの情報が得られている。これらの
データを基に、基準施肥量や家畜からの窒素排出量、降水量、窒素溶脱率等を設定し、地下
浸透水における硝酸性窒素濃度を推計した。 
地下浸透水中の硝酸性窒素濃度の推定にあたり、窒素供給源での土地利用が主に農地であ

るとして地下への浸透率を一律と仮定し、降雨の約 1/3（34％）が地下に浸透するものとし
ている。また、窒素溶脱率については、文献等から、水田で 0.05（５％）、畑及び畜産排
出物で 0.35（35％）と仮定している。図 5.9 に、推計された家畜排せつ物由来の地下浸透
水中の硝酸性窒素濃度の推移を示す。また、図 5.10 に、地下水の硝酸性窒素の安定同位体
δ15N値の測定結果を示す。 
富家ら（2011）(10)は、これら施肥や家畜からの窒素排出量を推定した結果、近年におけ

る家畜排せつ物による窒素負荷の増加傾向が明らかで、そのトレンドは地下水涵養域や上流
域の地下水硝酸性窒素濃度の上昇傾向に合致するとしている。また、これらのGISを活用し
た農林業センサスデータ解析と安定同位体分析の結果から、熊本都市域地下水における硝酸
性窒素の主な負荷要因は家畜排せつ物や堆肥等の有機態窒素であると結論している。 

 

 

図 5.9 推計された家畜排せつ物由来の地下浸透水中の硝酸性窒素濃度の推移 
出典：富家 和男，糸満 尚貴，松山 賢司，柿本 竜治，川越 保徳．熊本都市域における地下水中硝酸性窒素濃度
の現状と地理情報システムおよび窒素安定同位体分析による窒素負荷要因の解明．水環境学会誌，2011，Vol.3
4，No.1，p1-9．（https://www.jstage.jst.go.jp/article/jswe/34/1/34_1_1/_pdf/-char/ja） 

 
(10) 富家 和男，糸満 尚貴，松山 賢司，柿本 竜治，川越 保徳．熊本都市域における地下水中硝酸性窒素濃度の現
状と地理情報システムおよび窒素安定同位体分析による窒素負荷要因の解明．水環境学会誌，2011，Vol.34，
No.1，p1-9．（https://www.jstage.jst.go.jp/article/jswe/34/1/34_1_1/_pdf/-char/ja） 
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図 5.10 地下水の硝酸性窒素の安定同位体比 
注：○番号は試料採取地点番号である。 

出典：富家 和男，糸満 尚貴，松山 賢司，柿本 竜治，川越 保徳．熊本都市域における地下水中硝酸性窒素濃度
の現状と地理情報システムおよび窒素安定同位体分析による窒素負荷要因の解明．水環境学会誌，2011，Vol.3
4，No.1，p1-9．（https://www.jstage.jst.go.jp/article/jswe/34/1/34_1_1/_pdf/-char/ja） 

 

3) 窒素と酸素の安定同位体比解析事例（茨城県） 
以下にδ15N値及びδ18O値を用いた供給源解析事例を示す。 
図 5.11 に茨城県の台地畑における地下水位と地下水中の亜酸化窒素の安定同位体比の関

係を示す。 
茨城県内の台地畑（厚層黒ボク土、畑地では主に化学肥料を施用し、また近傍の養豚農家

では 1999 年頃まで素掘りにより家畜ふん尿を廃棄していた）を流下する浅層地下水中の
N2Oのδ15N値は高水位期において－20 ‰程度であり、全窒素（TN）のδ15N値よりもかな
り低い。これは高水位期の N2O は主に硝酸化成の過程で生成していることを示すとしてい
る（図 5.11）。 

N2Oのδ15N値とδ18O値の変動（図 5.11）の要因としては、２種類の N2Oの混合、ある
いは脱窒等による N2Oの N2への還元が考えられるとしている。 
この観測井戸におけるδ15N値とδ18O値の変化量はおよそ１:１であり、一般の脱窒過程に

おける変化量（δ15N：δ18O ≒ １:２）と異なる（図 5.12）。 
したがって、この観測井戸における N2Oのδ15N値とδ18O値の変化は脱窒によるものでは

なく、地下浸透した肥料成分由来の「軽い（安定同位体比の低い）」N2Oと水平移動した家
畜ふん尿由来の「重い（安定同位体比の高い）」N2Oとの混合比が変わったことによるもの
であると推測されるとしている。 
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図 5.11 茨城県の台地畑における地下水位と安定同位体比の関係 
出典：(独)農業環境技術研究所．水環境保全のための農業環境モニタリングマニュアル改訂版．平成 18年 3

月．（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/monitoring/index.html） 

 

 

 

図 5.12 観測井におけるδ15N値とδ18O値の変化量 
出典：(独)農業環境技術研究所．水環境保全のための農業環境モニタリングマニュアル改訂版．平成 18年 3

月．（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/monitoring/index.html） 
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(4) その他の手法（濃度相関マトリックスによる方法） 
濃度相関マトリックスによる方法は、地下水質の各項目間の相関係数をマトリックス形式

で表し、相関係数の大小によって汚染原因を検討する方法である。例えば、硝酸性窒素とカ
ルシウムイオン（Ca2+）やマグネシウムイオン（Mg2+）の相関が高い場合、あるいは窒素
肥料の主成分である硫酸イオン（SO4

2－）がカルシウムイオンやマグネシウムイオンと相関
が高い場合等には、窒素肥料による汚染の原因が考えられる。このように、検討の対象とす
る分析項目には、各種のイオン等常時監視調査で通常測定していない項目も含まれるので、
必要に応じて適宜こうした項目も追加して測定することが望ましい。 

 

1) 濃度相関マトリックスの事例 
表 5.4は、窒素肥料（硫安）の溶脱により地下水汚染が発生した地域の地下水の濃度相関

マトリックスの例である。 
硝酸性窒素（NO3-N）と高い相関性を示した項目は、電気伝導率（EC）、Ca2+、Mg2+で

あり、相関係数はそれぞれ 0.83、0.76、0.76であった。また、窒素肥料の主成分である硫
酸イオン（SO4

2－）も、電気伝導率、Ca2+、Mg2+との間に、それぞれ 0.86、0.88、0.83
と高い相関性があった。 
この事例地域では、窒素肥料とともに土壌の酸性化を防ぐ目的で苦土石灰（カルシウムと

マグネシウムを主成分とする肥料）が多量に散布されていることから、肥料に由来する硝酸
性窒素と硫酸イオンが、カルシウムイオンやマグネシウムイオンと高い相関関係を持つこと
から、地下水の硝酸性窒素の供給源は、窒素肥料であると推定できる。 
なお、アルカリ度（CaCO3）とカルシウムイオンやマグネシウムイオンとの相関性が低い

ことから、対象地域の地下水に含まれる Ca2+と Mg2+が土壌や岩石からの溶出ではないこと
が推測され、肥料と一緒に散布された苦土石灰に由来することが裏付けられる。 

 

表 5.4 濃度相関マトリックスの例 

 
環境庁水質保全局監修・平田健正編著．土壌・地下水汚染と対策．(社)日本環境測定分析協会，1996，p217．

より作成 
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5-3 地下水の窒素負荷発生状況調査（窒素原単位法） 

窒素原単位法は、地下水への窒素負荷の発生状況を、原単位法により推定する方法であり、
「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係わる地下水汚染調査マニュアル（環境省，1999）」に
よると以下に示すとおりである。なお、面源から河川、湖沼等の公共用水等に流出する場合
の土地利用別原単位の例を表 5.5に示す。 

表 5.5 窒素の供給原単位の例 

 
出典：(独)農業環境技術研究所．水環境保全のための農業環境モニタリングマニュアル改訂版．平成 18年 3

月．（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/monitoring/index.html） 
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(1) 施肥 
施肥による土壌への窒素負荷量は次式から算出する。 
Nfy＝Σ（Ufi×Afi）………………………………………………………… (1) 
Nfy：施肥による年間窒素負荷量（kg/年） 
Ufi ：土地利用 i の施肥窒素量（kg/ha/年） 
Afi ：土地利用 i の耕地面積（ha） 
 

(2) 家畜排せつ物 
畜産事業所から土壌への窒素負荷量は次式から計算する。 
Nay＝Σ（Uaj×Haj×γaj）………………………………………………… (2) 
Nay：家畜排せつ物の処理に伴う土壌への年間窒素負荷量（kg/年） 
Uaj：事業所 j における家畜排せつ物の発生負荷量（kg/年） 
Haj：事業所 jにおける家畜排せつ物中の窒素含有率 
γaj：事業所 jにおける家畜排せつ物の排出率 
〔解説〕 
 家畜排せつ物量と窒素含有率を実測値に基づいて窒素負荷量を求めるのが望ましい

が、困難な場合には（Uaj × Haj）を（家畜排せつ物の窒素原単位×飼養頭数）で
置き換える（表 5.6）。 

 平成11年11月に、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（家
畜排せつ物法）が施行され、その後は家畜排せつ物法対象施設については整備が進
み、いわゆる野積み・素掘り等の不適正処理はほぼ解消している。それゆえ、現地
調査により、畜産事業所ごとに家畜排せつ物の排出率を求める必要がある。なお、
家畜排せつ物法施行以前の素掘り等の処理が行われた跡地から現在も負荷がある可
能性が指摘されており、注意が必要である。 

 湖沼水質保全計画で用いられている畜産排水の排出率を、表 5.7～表 5.9に示す。 
 家畜排せつ物を堆肥化する等して、農地で有効利用している場合は(1)式に従う。 

表 5.6 家畜ふん尿の窒素原単位 

 
*：築城 幹典，原田 靖生．我が国における家畜排泄物発生の実態と今後の課題．環境保全と新しい畜産，農林水
産情報協会，1997，p15-29． 
出典：(独)農業環境技術研究所．水環境保全のための農業環境モニタリングマニュアル改訂版．平成 18年 3

月．（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/monitoring/index.html） 
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表 5.7 牛の汚濁負荷原単位と排出率（湖沼水質保全計画で使用している値） 

 
出典：国土交通省水管理・国土保全局下水道部．流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説．平成27年1月．
（https://www.mlit.go.jp/common/001065300.pdf） 

 

表 5.8 豚の汚濁負荷原単位と排出率（湖沼水質保全計画で使用している値） 

 
出典：国土交通省水管理・国土保全局下水道部．流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説．平成27年1月．
（https://www.mlit.go.jp/common/001065300.pdf） 
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表 5.9 鶏の汚濁負荷原単位と排出率（湖沼水質保全計画で使用している値） 

 
出典：国土交通省水管理・国土保全局下水道部．流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説．平成27年1月．
（https://www.mlit.go.jp/common/001065300.pdf） 

 

(3) 生活排水 
生活排水（し尿・雑排水）の地下浸透による土壌への窒素負荷量は次式から計算する。 
Nsy＝Usy×Pu＋Msy×Pm………………………………………………… (3) 
Nsy：生活排水による年間窒素負荷量（kg/年） 
Usy：単独処理浄化槽排水の原単位（kg/人/年） 
Pu：単独処理浄化槽排水の地下浸透処理人口（人） 
Msy：雑排水の原単位（kg/人/年） 
Pm：雑排水の地下浸透処理人口（人） 
〔解説〕 
 単独処理浄化槽排水及び雑排水の原単位は、調査地の実情に応じた数値を使うこと

が望ましいが、ない場合は表 5.10に示す値を用いる。 

表 5.10 生活排水の窒素原単位 

 
出典：(独)農業環境技術研究所．水環境保全のための農業環境モニタリングマニュアル改訂版．平成 18年 3

月．（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/monitoring/index.html） 

 

(4) 商工業排水 
商工業排水の地下浸透による土壌への窒素負荷量は次式から計算する。 
Ncy＝Σ（Uck×Nck）……………………………………………………… (4) 
Ncy：商工業排水による年間窒素負荷量（kg/年） 
Uck：事業所 k における排水の地下浸透量（m3/年） 
Nck：事業所 k における排水中の窒素濃度（kg/m3） 
〔解説〕 
 事業所別の排水量及び排水中窒素濃度の実測値に基づいて窒素負荷量を求めるのが

望ましい。 
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(5) 硝酸性窒素等の地下水への流入 
硝酸性窒素等の地下水への流入には、人間活動に起因するもの（Nart）と自然的原因によ

るもの（Nnat）があり、それぞれ(5)式と(6)式から年間窒素流入量を計算する。 
Nart＝Nfy×α＋Nay×β＋Nsy×γ＋Ncy×δ……………………………… (5) 
Nart：人間活動に起因する年間窒素流入量（kg/年） 
α，β，γ，δ：窒素供給源の種類別の溶脱率 
Nnat＝Nc×P×A×δp÷100…………………………………………………(6) 
Nnat：自然的原因による年間窒素流入量（kg/年） 
N：自然地下水中の硝酸性窒素等濃度（mg/L） 
P：降水量（mm/年） 
A：調査範囲の面積（ha） 
δp：降水浸透率 
〔解説〕 
 溶脱率は、土壌に負荷された窒素が硝酸イオンや亜硝酸イオンの形態で地下水へ流

入する割合であり、作物の種類、土壌の種類、施肥法等の条件によって異なる。 
 溶脱率の設定にあたっては、調査地域の実情に応じた適当な値を選定する（表 

5.11、表 5.12）。 
 降水量と地下浸透量の関係は次式で表される。 
 P（降水量）＝E（蒸発散量）+Rs（表面流出量）+Rg（地下浸透量） 
 降水浸透率（δp ＝ Rg/P）の全国平均値は 0.22であるが、降水浸透率は対象地域

の不透水性面積によって異なる。武蔵野台地では、降水量を 1,500 mm/年、不透
水性面積の割合を40％とした場合には、地下浸透量は420 mm/年（降水浸透率：
0.28）となる。また、不透水性面積の割合を 80％とした場合には、地下浸透量は
140 mm/年（降水浸透率：0.093）となる。 

 

表 5.11 土地利用別の窒素溶脱率（参考値） 

  
出典：(独)農業環境技術研究所．水環境保全のための農業環境モニタリングマニュアル改訂版．平成 18年 3

月．（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/monitoring/index.html） 
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表 5.12 畑地の窒素溶脱率 
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出典：(独)農業環境技術研究所．水環境保全のための農業環境モニタリングマニュアル改訂版．平成 18年 3

月．（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/monitoring/index.html） 
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5-4 数値シミュレーション手法 

(1) 移流分散モデル 
数値シミュレーションは、地下水の流動が目に見えないことから、地質データや気象デー

タ、観測井でのデータ及び湧水・河川等の観測データ等を使用し、移流分散モデルを用いて
解析し、地下水の流動と物質の拡散の様子を把握する手法である。 
地下水の移流分散モデルでは、一般的に移流分散解析が用いられており、運動方程式、連

続の式、移流分散方程式からなる連立微分方程式を、空間的、時間的に解くものである。 
代表的な移流分散モデルを表 5.13に示す。 

表 5.13 代表的な移流分散モデルの比較 
主要機能 WEPモデル MODFLOW Dtransu-3D GETFLOWS 

概
要 

開発機関 (独)土木研究所 U.S.Geological Survey 岡山大学他 東京大学他 

次元 2D 3D 3D 3D 

離散化手法 有限差分法 有限差分法 有限要素法 積分型有限差分法 
地
下
水
流
動 

地表流との結合 ○ － － ○ 

飽和・不飽和 ○ 飽和のみ ○ ○ 

透水異方性 － ○ ○ ○ 

空気流との干渉 － － － ○ 

物
質
移
動 

多相流れ － － － ○ 

密度流 － － ○ ○ 

熱移動 ○ － － ○ 

移流・分散 － ○ ○ ○ 

吸着(平衡) － ○ ○ ○ 

吸着(非平衡) － ○ ○ ○ 

崩壊・減衰 － ○ ○ ○ 

相変化(揮発) － － － ○ 

溶解 － － － ○ 

国土交通省国土技術政策総合研究所．土壌・地下水汚染が水域に及ぼす影響に関する研究．国土技術政策総合研
究所プロジェクト研究報告，2006，No.12．（http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/kpr/prn0012.htm）
より作成 

 
硝酸性窒素等による地下水汚染は、過剰施肥や家畜排せつ物の不適正処理や生活排水の地

下浸透等により、土壌へ供給された窒素が硝酸性窒素等に変化し、地下水へ移行することに
よって起こるが、土壌中に地下水が存在しない地層（不飽和帯）の硝酸性窒素等の輸送媒体
は土壌水（間隙水）である。 
また、地下水が存在する地層（飽和帯）における硝酸性窒素等の輸送媒体は地下水であり、

不飽和帯と飽和帯では硝酸性窒素等の移流分散の要因は異なっている。 
そして、地層中の物質の移動速度は、地層の化学特性（物質の吸着や脱着特性、嫌気・好

気条件等）や物理的性状（空隙率や密度等）に大きく左右される。 

（➢計画策定編 4章 4-1-4(3)の詳細情報） 
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このため、数値シミュレーションでは、予測の対象となる地域の地質と地下水の状況につ
いて、あらかじめ十分に把握しておくことが必要である。 

(2) リスク評価モデル 
(独)農業環境技術研究所では、平成 18年度～平成 22年度にかけて、硝酸性窒素による地

下水汚染リスク評価システムの構築を行っている。 
 

1) モデル構築の背景 
農地土壌からの水と硝酸性窒素の溶脱は、地下水への流入水中の硝酸濃度を決める主要因

である。このうち、溶脱水量は、主な項目の水収支として、 
溶脱水量＝(降雨量＋灌漑水量)－(表面流去＋蒸発散量) 

で求められる。 
他方、溶脱する硝酸性窒素量は、土壌有機物の変化や無機化や有機化による形態変化を無

視すれば、土壌表面での窒素収支として、 
溶脱する硝酸性窒素量＝(施肥＋施用有機物＋大気降下物＋作物体還元量 
＋窒素固定＋灌漑水)－(作物体の持ち出し量＋脱窒・揮散) 

として求められる。 
しかし、これらから求められる溶脱水中の窒素濃度は、作物ごとに決まった値となり、硝

酸性窒素による地下水汚染を回避するためには、溶脱水量を増やすか、溶脱窒素量を減らす
か、の二通りの選択肢しかない。現実的には施肥や有機物施用量を削減することが主体とな
るが、何をどの程度減らすかについての情報は別に求める必要がある。 
さらに、水収支に大きな影響を及ぼす降雨量は、蒸発散量に比べ年ごとの変動が大きく、

降雨量の変化は、窒素収支にも影響を及ぼす。例えば、施肥直後のまとまった雨や年間を通
じた降雨量の増加は土壌中からの硝酸溶脱を促進し、作物による吸収量を減らす場合もある。 
このように、不確実な気象条件の変動に対応して作物生産（収穫量）を維持しながら、硝

酸溶脱量の削減を図るためには、現行の栽培体系のみならず、新たな栽培体系においても窒
素動態を、できるだけ簡易に把握できる手法の開発が必要である。このような空間的・時間
的に変動を持つ営農に伴う窒素動態を取り扱うためには、数値モデルを用いることが有効と
なる。 

 

2) モデルの特徴 
このモデルでは、地下水の流動シミュレーションで硝酸性窒素濃度を再現するのではなく、

地下水に流入する地下浸透水中の窒素濃度が環境基準（年平均値で 10 mg-N/L）を超過す
ることとし、この確率をリスクと考える。そして、ある地点を対象に行われる営農で生じる
地下浸透水量と窒素負荷量から算定される地下水への流入水中窒素濃度の変動に対してリス
クを評価するという点が特徴である。 
また、一般に農業に起因する硝酸性窒素による地下水汚染は、帯水層の上部で顕著であり、

また観測井の直上またはごく近傍の土地利用を反映することから、当該地下水の水質改善を
目的とする場合は、比較的限られた範囲を対象とするだけでもよいと考えている。 
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さらに、こうした地下水の汚染は面的な広がりを持っていること、ひいては表面水の汚染
にもつながっていることを踏まえ、モニタリングの容易な河川水質管理を対象の一つと位置
づけて、その流域範囲を地下水汚染の面的な広がりの検討単位として扱うこととするとして
いる点で特徴的である。 

 

3) モデルの構造 
農地由来の硝酸性窒素による地下水汚染リスク評価システム RealN（Risk evaluation for 

agricultural leached Nitrogen，（独）農業環境技術研究所，2011a( 11 )；前田ら，
2012(12)）は、「点」である農地と「面」である河川流域を対象とするモデルを組み合わせ、
流域内の個々の地点における地下水中硝酸性窒素濃度と汚染リスクを評価するシステムとし
て開発された。そして、その結果として「面」の出力である河川水中の窒素濃度が予測され
る（図 5.13）。 
ここで、｢点｣のモデルは、鉛直一次元の窒素溶脱予測モデル LEACHM（Leaching 

Estimation and Chemistry Model；Hutson，2003(13)）を日本の畑地に多い黒ボク土への
適用等を目指して改良したもので（朝田ら，2011a(14)；朝田ら，2011b(15)）、国内のさま
ざまな土壌、作物の栽培を対象に、有機物を含む窒素投入に対する作物吸収、土壌有機物変
化量、溶脱窒素量等を計算する（図 5.14）。 

LEACHM モデル入力データは、1）気象条件：アメダス日別データ、2）基準蒸発散量： 
FAO Penmann-Monteith 式による ET0の週平均値、3）土壌の物理的・化学的性質：定点
調査データの地目・土壌統群・層位別平均値とそれに基づく水分保持曲線・不飽和透水係数
パラメータ（van Genuchten-Mualem モデル）、4）作付体系・肥培管理・目標収量等：
県の野菜栽培基準、耕種基準等（crop management standard）、5）地下水位：地域の地
質柱状図に基づき内挿、等である。水移動は Richards 式、溶質輸送は移流分散式に従うと
している。 

  

 
(11) (独)農業環境技術研究所．農地由来の硝酸性窒素による地下水汚染リスク評価システム RealNの開発．

2011．（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/result/result27/result27_66.html） 
(12) 前田 守弘，河野 憲治，谷山 一郎，上薗 一郎，脇門 英美，加藤 邦彦，井上 京，中村 真人，板橋 直，矢部 
光保．家畜排せつ物の利活用と水質問題から考える有機物管理の次世代パラダイム．土肥誌，2012，
Vol.83，No.2，p203-209．
（https://www.jstage.jst.go.jp/article/dojo/83/2/83_KJ00008583257/_pdf/-char/ja） 

(13) Hutson, J.L. LEACHM Ver. 4.1. Res. Ser. No. R03-1, Dep. of Crop and Soil．Sciences, Cornell Univ., 
Ithaca, NY, 2003． 

(14) 朝田 景，江口 定夫，浦川 梨恵子，青木 和博，板橋 直，中村 乾，加藤 英孝．農業集水域を対象とした窒素
負荷軽減シナリオによる地下水汚染リスク評価．土肥要旨集，2011，Vol.57，p6．
（https://www.jstage.jst.go.jp/article/dohikouen/57/0/57_6_2/_pdf/-char/ja） 

(15) 朝田 景，江口 定夫，浦川 梨恵子，青木 和博，板橋 直，中村 乾，加藤 英孝．農業由来窒素の負荷軽減シナ
リオによる地下水汚染リスクの評価．土肥要旨集，2011，Vol.57，p311．
（https://www.jstage.jst.go.jp/article/dohikouen/57/0/57_311_3/_pdf/-char/ja） 
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「面」のモデルMacT（Mixing areal chemical Transport、（独）農業環境技術研究所，
2011b(16)）は、流域を地質や土壌、土地利用等の GIS データと、統計資料に基づく農地の
分布等で表現し、「点」の計算結果を入力として、地下水流動で生じる混合や、地下水中の
脱窒除去による濃度変化を計算する。流域最下流点となる河川水窒素濃度は、以上の計算の
結果として出力される（図 5.15）。 

 

図 5.13 硝酸性窒素による地下水汚染リスク評価システム RealN の構造 
出典：板橋 直．流域レベルで地下水の硝酸汚染リスクを評価するモデル．第 30 回土・水研究会「流域の環境負
荷低減のための物質動態モデルの開発と活用」講演要旨，2013，図 3．（http://www.naro.affrc.go.jp/archi
ve/niaes/magazine/156/mgzn15601_6.pdf） 
 

 

図 5.14 窒素溶脱予測モデル（LEACHM）の概要（Hutson(2003)(13)を一部改変） 
板橋 直．流域レベルで地下水の硝酸汚染リスクを評価するモデル．第 30 回土・水研究会「流域の環境負荷低減
のための物質動態モデルの開発と活用」講演要旨，2013，図 4．（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/nia
es/magazine/156/mgzn15601_6.pdf）に加筆 

 
(16) (独)農業環境技術研究所．浅層地下水を通じた環境負荷物質の混合・減衰と濃度分布を面的に予測するため
の GISモデル MacTの開発．2011．
（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/result/result27/result27_64.html） 
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図 5.15 MacTの適用例（（独）農業環境技術研究所(2011b)(16)） 
谷津地形における台地上の畑地・樹園地での窒素負荷の違いによる地下水中窒素濃度の分布、及び低地部におけ
る脱窒による濃度減衰の結果生じる低濃度域を表現 
出典：板橋 直．流域レベルで地下水の硝酸汚染リスクを評価するモデル．第 30 回土・水研究会「流域の環境負
荷低減のための物質動態モデルの開発と活用」講演要旨，2013，図 5．（http://www.naro.affrc.go.jp/archi
ve/niaes/magazine/156/mgzn15601_6.pdf） 

 

4) 解析事例 
本解析で対象としたＨ川は、Ｋ水系への流入河川の一つであり、水質汚濁が進行している。

同河川流域は面積およそ 46 km2で、その約４割が畑地として利用されている。畑地の多く
は、平坦な洪積台地面を覆う火山灰ローム層及び黒ボク土上にある。同流域は果菜類の産地
として知られ、2000 年世界農林業センサスを用いて農業集落単位で見た場合、流域内の大
半の集落で当該果菜の栽培が主体であり、これにいも類が続く。台地上の畑地からの地下浸
透水が、浅層の地下水系を通じて河川の汚濁源となっている。 
流域内畑地で代表的な作物を施肥基準に従って栽培する条件による窒素動態を検討した。 
県の栽培基準では、この作物の栽培体系に対する窒素投入は、施肥基準量は 100 kg-

N/ha、これに有機物として 20 t/ha の施用が推奨されている。有機物として流通量の多い
牛ふん堆肥を使う場合、両者の合計窒素施用量は約 260 kg-N/haとなる。 
対して窒素持ち出し量は、目標収量 30 t/haによる吸収窒素量がおよそ 100 kg-N/haで

ある。以上から、土壌に残される余剰窒素量（溶脱窒素量）は、投入量－持ち出し量で 160 
kg-N/haとなる。また、当該地点での余剰水量（溶脱水量）は、平均的な降水量と蒸発散量
の差し引きにより、625 mmと推定される。このような簡易な収支計算によって、この作付
け体系による地下水への溶脱水中硝酸濃度は 26 mg-N/Lと推定された。 

LEACHM に地域の 1978 年～2008 年（31 年分）の気象条件を与えて、この体系により
生じる窒素動態を計算した。年間の窒素吸収量の範囲は、101～105 kg-N/haと安定してい
ることが予測された。しかし、降雨量の年変動に伴い、年間溶脱水量は 242～1,204 mm、
地下水への溶脱窒素量は 61～287 kg-N/haと大きく変動すると予測され、この結果、浅層
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地下水への溶脱水の窒素濃度は 19～27 mg-N/L の範囲で変動することが予測された（図 
5.16）。 
次に、流域内の 42 集落を対象に、各集落での代表的な作付けにおける 31 年分の気象条

件により得られた溶脱水量、溶脱窒素量のデータセットを MacT に入力し、地下水中窒素濃
度の面的な分布を推定した。 
このうち、平均的な気象条件における地下水中窒素濃度の分布は図 5.17（左図）に示す

とおりであり、県の測定値と比較したところ、妥当な結果であることが把握された。 
 

5) リスク低減シナリオ 
主要果菜類の生産を維持しつつ、地下水への溶脱水中窒素濃度を低減する管理を検討した。 
LEACHM を使うことにより、この土壌では地力窒素の供給源となる土壌有機物量を維持

するために、作物残渣の還元以上の有機物投入が必要であること、また、溶脱水中窒素濃度
及び汚染リスク低下には、有機物を含めた土壌への総窒素投入量を溶脱水量に見合う量にま
で抑制する必要性が示唆された。 
これを実現する管理の一例として、化学肥料の半減と、削減分に相当する窒素量のみを供

給する有機物施用に変更することが有効と考えられた（朝田ら，2011a）(14)。 
このことにより、作物の窒素吸収量を確保しながら、溶脱窒素量、溶脱水中窒素濃度を大

幅に低減し、結果として地下水汚染リスクを低く保つことができると予測された。 
そして、この栽培体系の変更を流域内に広範囲に普及することにより、河川水窒素濃度を

周辺の都市河川程度にまで低下させると予測された（図 5.18）。 
 

 

図 5.16 LEACHMで予測された施肥基準準拠での果菜類栽培における年間の浸透水量、 

溶脱窒素量、浸透水中窒素濃度の頻度分布（n=31） 
出典：板橋 直．流域レベルで地下水の硝酸汚染リスクを評価するモデル．第 30 回土・水研究会「流域の環境負
荷低減のための物質動態モデルの開発と活用」講演要旨，2013，図 6．（http://www.naro.affrc.go.jp/archi
ve/niaes/magazine/156/mgzn15601_6.pdf） 

  



 
5. 硝酸性窒素等による地下水汚染の原因と対策効果の調査手法 

107 

 

 

図 5.17 Ｋ水系Ｈ川流域の代表的な作目による標準的な気象条件の年の地下水中窒素濃度分布

（左）と気象の変動を考慮した時の環境基準値を超過するリスク評価図（右） 
出典：板橋 直．流域レベルで地下水の硝酸汚染リスクを評価するモデル．第 30 回土・水研究会「流域の環境負
荷低減のための物質動態モデルの開発と活用」講演要旨，2013，図 7．（http://www.naro.affrc.go.jp/archi
ve/niaes/magazine/156/mgzn15601_6.pdf） 

 

 

図 5.18 主要果菜類の管理変更（化学肥料半減、削減分に相当する窒素量を有機物で代替）に

よる溶脱窒素量と溶脱水窒素濃度の頻度分布（n=31）と、そのときに予測される地下水汚染リ

スク評価図 
出典：板橋 直．流域レベルで地下水の硝酸汚染リスクを評価するモデル．第 30 回土・水研究会「流域の環境負
荷低減のための物質動態モデルの開発と活用」講演要旨，2013，図 8．（http://www.naro.affrc.go.jp/archi
ve/niaes/magazine/156/mgzn15601_6.pdf） 
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